
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付実績について

１ 住民税非課税世帯分

（１）支給の申込み方式（※1）

（２）確認書方式

（３）申請書方式

２ 家計急変世帯分

発送数(件)

（a=c+d+e)

支給数(件)

(c)

不支給決定数(件)

(d)

辞退数(件)

(e)

支給率(％)

（g=c/a)

1,948 1,940 ６ ２ 99.6

※1 令和４年度狛江市子育て世帯等臨時特別支援事業（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）支給事務実施要綱（令和４

年要綱第 143号）第 12条の規定による支給方式で、令和４年１月１日以前から狛江市に住民登録があって、令和４年度住民税

非課税世帯等に対する臨時特別給付金受給者（世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主）の方に対し

て、市から価格高騰緊急支援給付金の支給の申込みを行い、支給対象者は、支給の申込みを受けた際、令和４年 11月 18 日ま

でに支給の拒否の申出がない限り、支給決定をする方式

発送数(件)

（a)

受理件数（件）

（b=c+d+e+f）

支給数(件)

(c)

不支給決定数(件)

(d)

辞退数(件)

(e)

取下げ（みなし）（件）

（f）（※２）

支給率(％)

（g=c/a)

6,804 5,695 5,654 25 12 ４ 83.1

※２ (f)は、要綱第 18 条第２項の規定により、支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努

めたものの確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった方で、当該申請が取り下げ

られたものとみなした数

受理件数（件） 支給数(件) 不支給決定数(件) 辞退数(件) 取下げ（みなし）（件）

84 77 ４ ０ ３

受理件数（件） 支給数(件) 不支給決定数(件) 辞退数(件) 取下げ（みなし）（件）

98 85 ６ ０ ７

令和５年４月 11日

庁 議 資 料


